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○後藤委員長 次に、山井和則君。 

○山井委員 よろしくお願いいたします。 

 この労働安全衛生法は私も思い入れがありまして、今から五年前、民主党政権で厚生労働大臣政務官をしてい

たときに、私が担当でこの法改正の議論をスタートしたという思いがありますので、そういう意味では、さまざ

まな修正も入って、百点満点では必ずしもありませんけれども、ぜひとも通すべき法案だというふうに思ってお

ります。 

 しかし、今の大西議員の質問にもありますように、労働安全衛生法でストレスチェックや企業名公表というこ

とが出ておりますけれども、このような長時間労働、ストレスを是正するということから考えると、昨日、成長戦

略の骨子で発表されました残業代ゼロ制度、これは非常に真っ向から反しているというふうに思います。 

 今、大西議員からも、年収要件一千万円という数字が甘利大臣の口から出たということであります。田村大臣

にお聞きしたいんですが、これは六月末の成長戦略で発表になると思うんですが、ここで年収要件が仮に入った

場合、この年収要件というのは、永遠に、三年たっても、五年たっても、十年たっても下がったりしないという理

解でよろしいですか。 

○田村国務大臣 まず、先ほど政務官の方から、厚生労働省の中の禁煙状況はどうなっておるかという話がござ

いました。答弁書はそういうふうに書いてあったんですが、正確に申し上げれば、庁舎内といいますか、庁舎内の

屋内は全面禁煙になっておるということでございまして、屋外に喫煙所があるということで御理解をいただけれ

ばありがたいというふうに思います。 

 今の御質問でございますが、永遠にと言われると、永遠なんというものはないわけでありまして、それはその

ときの御議論ということになろうと思いますが、いずれにいたしましても、労働政策審議会で御議論をいただく

内容になってこようというふうに思います。 

 我々としては、一千万であるかどうかというよりかは、まず、労働者の方々が契約を結ぶときに、十分に交渉力

を持てるだけの年収というもの、年収だけではないのかもわかりませんが、条件というものが必要であろうとい

うふうに考えておるわけでございまして、甘利大臣がおっしゃられたか、おっしゃられなかったか、それは我々

は正確には理解しておりませんが、高い目標を持ってこれから交渉してまいりたいと考えております。 

○山井委員 今の答弁で、年収要件というものがもし入ったとしても、三年後、五年後、これは下がるかもしれな

いという話であります。上がるかもしれない、下がるかもしれない。要は、年収要件というのは、それだけ融通の

きく簡単な緩やかなものだということであります。 

 では、田村大臣、この残業代ゼロ制度、もし成長戦略に入るのであれば、来年の通常国会に恐らく労働基準法改

正という形で提出される可能性もあるんですが、そのとき年収要件というのは法律に数字が明記される形になる

んですか。 

○田村国務大臣 私の申し上げている趣旨というのは、しっかりと労働者の方々の立場に立って考えなければな

らないので、交渉力があるというような、条件の一つとしてそういうものがあるのではないかということを申し

上げているわけでありまして、年収要件が動くということは、絶対動かないなんということはこれはもう言えな

いわけでありまして、思いは御理解をいただきながら、しかし、実態としてそういうものであると御理解をいた

だきたいということであります。 

 その上で、法律に書くかどうかに関しましては、これからいろいろな御議論を労働政策審議会でもいただくわ

けでございまして、種々の御意見をいただく中において決定をしてくる内容になろうというふうに考えておりま

す。 

○山井委員 私、この年収要件に絡む残業代ゼロ制度というのは、アリの一穴法案と呼びたいと思うんですね。 

 つまり、労働法制というのはいつもパターンがあるんです。最初は労働者派遣法も、ごく限定的に、希望者だけ

で、不本意な人にはふやしません、多様な働き方で、こういう働き方を好む人がいるんですと言って、ふやしませ

ん、ふやしませんと言って一回導入したら、どんどんどんどん広がっていって、今国会で出ているように、対象業



務も二十六専門業務から全業務に拡大していく。不本意な派遣が四割以上あるにもかかわらず、どんどんふやし

ていく。つまり、今回も、残業代ゼロ制度というものを労働基準法を改正して一回つくってしまうと、これはいか

ようにでもできるわけです。 

 今、田村大臣がおっしゃったように、交渉力が強い人と言うけれども、労使の力関係というのは労働者側がは

るかに弱いわけですから、それはもう、対等な人だけと言ったって、本人希望だけと言ったって、そんなもの守ら

れませんよ、どう考えたって。さらに、年収要件も、今、田村大臣がおっしゃったように、いかようにでも変えて

いける。 

 田村大臣、法律にこの年収要件というのが入らなかった場合、要は、労政審を通せば、翌年からもう国会審議を

経ずに年収要件も変わり得るということになるんですか。 

○田村国務大臣 まず、労働者派遣法は、二十六業務は、同じ方がずっと派遣という形で働けるというような業

務でありました。今回は、基本的にそういう業務はなくなる。もちろん、無期という、派遣の中では安定した働き

方の方々に関しては、そのような形で門戸が広がる部分もありますが、しかし、皆様方が御心配されておられる、

派遣切りをすぐされるようなそういう労働者の方々に関しては、二十六業務も今度はだめになるわけであります。

そこは御理解ください。 

 三年という制約がかかる。だから、一方ではこれは規制の強化でもあるということでございまして、あくまで

も、どこに着目するか。業務に着目するのか、人というものに着目して制限をかけるのかということでございま

すから、その点は、何もかも広がっていくということではない。逆に言えば、二十六業務はなくなるということで

ございます。ここは御理解ください。 

 その上で、制度設計をこれから労働政策審議会を含めて御議論いただくわけでございますので、ここでまだ何

も決まっておりませんから、委員から私にそのように申されても、私もお答えのしようがないということでござ

います。労働者側、そして使用者側が入ったところも含めて御議論をしっかりといただく、三者構成の労働政策

審議会でも御議論をしっかりいただくということで御理解をいただければありがたいというふうに思います。 

○山井委員 私、本当に、この間の、残業代ゼロ制度の産業競争力会議の議論というのはめちゃくちゃだと思う

んですね。 

 何か一千万とか数字が出てきていますけれども、今、田村大臣がおっしゃるように、年収要件を入れるなら、労

政審で労働側の代表も入って金額をどうするのかという議論をするなら、まだこれはわかりますよ。 

 例えば、これは七年前、第一次安倍政権のときは労政審で議論をして、その上で、その後、九百万円という数字

が出てきて、それでも低過ぎるということで大反対にあって頓挫した。私の勝手な推測では、七年前、第一次安倍

政権で九百万で失敗したから、今回は一千万以上だと。ただ、今も言ったように、一回導入したら翌年からは五百

万円にでもこれは下げていける。 

 赤石次長、法律に年収要件を書かなかった場合、翌年に五百万円に年収要件を下げる、こういうふうなことは

可能なんですか。 

○赤石政府参考人 お答えいたします。 

 先ほど田村厚生労働大臣がお答えになられたとおり、どのような制度設計を行っていくかは労働政策審議会に

おいて議論されるものでございますから、その場で考え方がきちんと固まっていくもの、そのように理解してご

ざいます。 

○山井委員 労政審といっても、今回の派遣法のように、働く側の代表が反対意見を付しても強行されてしまう

わけですから、そこは一歩間違うとやりたい放題にもなりかねないわけで、そうしたら赤石次長に改めてお聞き

します。 

 年収要件を一回決めて、それを翌年一千万から五百万に下げる場合、どういう手続が必要ですか。どういう手

続を経れば、年収要件は下げようと思えば下げられますか。 

○赤石政府参考人 お答えいたします。 

 一千万から五百万に下げる場合であっても、法律上数字を書き込んだ場合においては法律改正が必要になると

いうふうに思っておりますが、そういったことも含めて労働政策審議会で議論されることになると思っておりま



す。 

○山井委員 そうしたら、法律に年収を書き込まなかった場合はどうなりますか。 

○赤石政府参考人 制度設計次第でございますが、一般論として言わせていただければ、法律に書き込まない場

合は、政令であるとか省令であるとか、いろいろな形があると思いますけれども、それぞれの手続に沿って、必要

な改正があればなされていくものと理解しております。 

○山井委員 そうしたら、これは、法律に書き込まない場合には、翌年に国会審議をせずに年収要件を上げたり

下げたりすることはできるんですか。 

○赤石政府参考人 いずれにせよ、一般論ではございますが、法律上に書き込まない場合、政令上どう書くか、省

令でどう書くか、いろいろなやり方があると思いますけれども、国会での御議論というのは、政令、省令であるか

ら全く排除されるというものではないというふうに理解しております。 

○山井委員 別に、国会で一般質疑でやったって、そんなことは拘束力はないわけですから。今の質疑でわかり

ますように、年収要件というのはブレーキにならないんですね。翌年にはもう変わる可能性がある。だから、私

は、これはアリの一穴法案だと思うわけです。 

 それで、田村大臣もくしくもおっしゃっていましたが、本質問題は年収じゃないんですよ。要は、年収要件は、

最初は一千万か二千万か知りませんよ、最初はそこからスタートするということで、どんどん自由に下げられる

わけですから、これは。入り口が幾らから入りますかということだけなんですよね。 

 問題は、この残業代ゼロ制度をやったときに、その方の長時間労働が是正できるか。先ほど大西議員も言った

ように、メンタルヘルスの心配がふえるのではないかということなんです。 

 ここで赤石次長にお伺いしますが、長時間労働防止の措置ということで、先日も質問しましたが、法的な労働

時間規制をして、必ず実労働時間を使用者も把握するということでよろしいですか。 

○赤石政府参考人 これも詳細な制度設計は今後の議論に委ねられるというふうに理解してございますが、基本

的には、民間議員の提案の中身は、労働時間、働いている時間について全く把握しないということではないとい

うふうに理解してございます。 

○山井委員 そこは重要なんです。全く把握しないことはないという回りくどい表現じゃなくて、実労働時間を

把握する、法的な労働時間規制をする。それをしなかったら残業させ放題になってしまいますよ。労働基準監督

署の監督官も入れなくなりますよ。これは確実に長時間労働になって、過労死がふえかねません。 

 ここの資料にありますように、健康確保は、労働時間上限、年休取得下限等の量的制限の導入ということです

が、これは法的な制限でなければ監督官が入っていけませんから、何ら拘束力が、働く人の健康を守れません。こ

れを法的に規制をかける、労働時間上限や年休取得下限について。これは、赤石次長、そういう理解でよろしいで

すか。 

○赤石政府参考人 制度設計につきまして、法律、政令、省令その他、いろいろなやり方がございますが、それの

どれを使ってどのようにやっていくかにつきましては今後の議論に委ねられているというふうに理解してござい

ます。 

○山井委員 法的規制をしないんだったら、残業代ゼロになった対象の人の健康をどうやって、赤石次長、守る

んですか。お答えください。 

○赤石政府参考人 お答えいたします。 

 いろいろなやり方がございますが、いずれにせよ、総理の指示は、長時間労働を強いられることがないという

ことでございますので、いろいろなやり方を視野に入れつつ、そういった長時間労働を強いられることがないよ

うな制度をつくっていくということで議論が進められるものと理解してございます。 

○山井委員 いろいろな方法があると言いますが、労働基準監督署の監督官が入るには法的な規制がこれは必要

なんです。 

 ほかの聞き方をしますが、労働基準監督署の監督官が関与できる形で規制をするということでよろしいですか。

それとも、この残業代ゼロになったら、労働基準監督署の監督官は関与できない可能性があるんですか。という

ことは、これは完全に野放しになりますよ。赤石次長、そこはいかがですか。 



○赤石政府参考人 お答えいたします。 

 いずれにせよ、制度の詳細は今後の議論というふうに理解してございますが、一般論を言わせていただければ、

労働基準監督署はいろいろな権限を持っているというふうに理解しておりまして、そういった権限をベースに、

いろいろな形で関与していくことが考えられるのではないかというふうに理解してございます。 

○山井委員 赤石次長、こだわるわけじゃないですが、一般論じゃないんですよ。残業代ゼロ制度を私たちは今

議論しているんですよ。この残業代ゼロ制度違反ということで監督官が入れる、そういう形にするということで

よろしいですか。一般論で入れても、この残業代ゼロ制度の対象者に入れなかったら、守れないんですから。赤石

次長、いかがですか。 

○赤石政府参考人 お答えいたします。 

 いずれにせよ、そういったことも含めて、労働政策審議会等の場で議論がなされていくものと理解してござい

ます。 

○山井委員 そういう大事なことを労政審に丸投げするのは、私は無責任だと思いますよ。残業代をゼロにする

と言いながら、監督官が入れるかどうか、労働時間を把握するかどうか、そんなことは知りませんと。そうした

ら、労働者のためにやっているんじゃないんじゃないですか、この改正を。 

 赤石次長、そうしたら、どうやって残業代ゼロの新しい制度になった人の健康を管理するんですか、これは。監

督官は入れる、法的規制を入れるんですか。入れるかどうかもわからないんですか。入れなかった場合、誰がどう

やって、長時間労働が強いられないかどうかを法的根拠をもって守れるんですか。 

○赤石政府参考人 お答えいたします。 

 私どもは、労働政策審議会は政労使三者が参加した極めて重要な審議会であるというふうに考えてございまし

て、今先生が御指摘になったような重要な点につきまして、ぜひ労働政策審議会できっちり議論していただくと

いうことが肝要ではないかというふうに理解してございます。 

○山井委員 重要な点だから、成長戦略の中でそのたがをはめるべきだと私は言っているんですよ。それだけ重

要だと赤石次長もわかっておられるんだったら、法的規制を入れて、監督官がしっかりと、長時間にならないよ

うに規制しますと産業競争力会議で言えばいいじゃないですか。残業代ゼロのことだけ産業競争力会議で決めさ

せてもらう、労働者の安全については、労働者の健康については、あとは労政審で議論してもらいます、こんな無

責任な話は私はないと思います。 

 それで、年収要件というのは、私は、ある意味、一つ目くらましだと思っています。どういう意味かというと、

先ほども言ったように、翌年からはいかようにも下げられる。だから、余り本質的な意味はなくなってしまうん

です、翌年以降は。 

 それともう一つは、では、幾ら以上の年収の人だったら残業代ゼロで健康を犠牲にしていいのか。赤石次長、例

えば救急医療のお医者さん、年収は高いかもしれません。でも、だからといって労働時間規制を外していいとは

ならないと思うんです。これは対象業務を限定するんですか。 

 きのう甘利大臣は、何か年収要件はおっしゃったけれども、対象業務を限定するかどうかはおっしゃいません

でしたけれども、当然これは対象業務も限定するんですよね。いかがですか、赤石次長。 

○赤石政府参考人 お答えさせていただきます。 

 民間議員からの提言は、年収があればどんな人でも対象にするという提言ではございませんで、対象者のイメ

ージは、高い能力、経験、実績を有する者であるということで、業務の内容につきましても、業務執行、労働時間

につきましての裁量度が高い方ということで、新しい労働時間制度の対象者は限定的なものということが提案さ

れてございますので、そういった提案を尊重しながらこの議論を行っていきたいと思っております。 

○山井委員 きょうの配付資料にも入れましたが、一千万円以上は三・八％。そうしたら、三・八％で、管理職じ

ゃない人を引けば、赤石次長、大体何％ぐらいになるんですか。 

○赤石政府参考人 今手元に具体的な数字は持ち合わせてございませんが、一般論として言わせていただければ、

年収一千万円を超える方々、さまざまな統計データを見ていきますと、管理職の方が大半を占めているというふ

うに理解をしてございます。 



○山井委員 そうしたら、一千万円以上が三・八％で、そのうち管理職が大半ということは、赤石次長、この対象

は管理職じゃない人だから、対象者はほとんどいないということですか。 

○赤石政府参考人 民間有識者から示された新しい労働時間制度の対象者につきましては、管理職を入れる、除

くといった議論は、これは明示的には提言がなかったものと理解してございます。 

○山井委員 三・八％、一千万円以上で、その方々のほとんどが赤石次長によると管理職。ということは、今回の

適用される、管理職以外の、管理職一歩手前、幹部候補生の一千万円以上という人は、もうごくわずか、ほとんど

おられないということで、赤石次長、よろしいですか。 

○赤石政府参考人 今手元に数字がございませんので、明確なお答えは控えさせていただきたいと思います。 

○山井委員 だから、結局、とにかく通すときは年収要件をどんどん上げておいたらいい、後で下げたらいい、そ

ういうことなんですよね、この話は。 

 田村大臣、この対象業務限定、これについていかが考えられますか。 

○田村国務大臣 総理から明確に御指示をいただいております。 

 中身は、この部分に関すれば、職務の範囲が明確であるということ、そして、高度な職業能力を持つ、そういう

労働者に絞り込むということであります。これが、総理がこの部分でおっしゃられておられること。 

 さらには、総理は、前回、第一次安倍内閣のとき、ホワイトカラーエグゼンプションという形でいろいろと議論

がありました、あのようなものではない、こうやってはっきりおっしゃっておられますから、そのような中にお

いて我々は制度設計をしていくべきであろうと考えております。 

○山井委員 田村大臣、私はほぼ一緒だと思いますよ、年収要件が九百万から一千万に上がっただけで。どう違

うんですか。 

○田村国務大臣 ですから、職務の範囲が明確であるということと、高い職業能力を持っている労働者に絞り込

むというふうに総理から指示をいただいております。この内容は守らなきゃなりませんので、この中で制度設計

をいたします。 

 まだ決まっておりません。これから、どういうような制度にするかということを踏まえてアウトラインといい

ますか骨格をつくって、その上で、労働政策審議会の中で精緻な御議論をいただいて、そして一定の報告をいた

だく中において法整備という形になってこようかというふうに思いますから、まだ決まっておりませんので、ど

うしていくかというのは議論をこれからさせていただきたいということを申し上げておるわけであります。 

○山井委員 もう時間が来ましたのでこれで終わらせていただきますが、今の質問を通じて、年収要件というの

が、すぐに変え得る、どんどん下がってくる、そういう意味では、高い年収要件で入れておいて後で下げればい

い、とにかくアリの一穴をあければいいんだということだというふうに私は感じました。 

 さらに、赤石次長の答弁を聞いても、健康確保に関しては、言っちゃ悪いけれども、ほとんど考えていない、そ

れはもう労政審に丸投げだ。 

 やはり、こういうことを成長戦略の名をかりてやるというのは、私は、おかしいですし、残念ながら、年収要件

が幾らになっても、それによって、その対象になった方の健康が害され、長時間労働になり、その方が過労死にな

ってしまう、そういうことが起こり得る制度というのは絶対に阻止せねばならないと思います。 

 以上で終わります。 


